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江

戸

川

区

就

学

援

助

費

支

給

条

例 

 
（

目

的

） 
第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

経

済

的

な

理

由

に

よ

り

就

学

困

難

な

児

童

・

生

徒

の

保

護

者

に

対

し

、

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

十

九

条

及

び

関

係

法

令

に

基

づ

き

、

学

用

品

費

等

の

必

要

な

費

用

を

援

助

す

る

こ

と

（

以

下

「

就

学

援

助

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

、

区

立

小

学

校

・

中

学

校

に

お

け

る

義

務

教

育

の

円

滑

な

遂

行

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

（

対

象

者

） 

第

二

条 

就

学

援

助

の

対

象

者

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

で

、

就

学

援

助

費

受

給

申

請

書

を

提

出

し

、

次

条

の

認

定

基

準

に

基

づ

き

、

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

（

以

下

「

区

教

育

委

員

会

」

と

い

う

。

）

が

認

定

し

た

も

の

と

す

る

。 

 

一 

江

戸

川

区

に

住

所

を

有

し

、

江

戸

川

区

立

の

小

学

校

又

は

中

学

校

に

通

学

し

て

い

る

児

童

・

生

徒

の

保

護

者 

 

二 

江

戸

川

区

に

住

所

を

有

し

、

江

戸

川

区

以

外

の

国

公

立

の

小

学

校

又

は

中

学

校

に

区

域

外

就

学

し

て

い

る

児

童

・

生

徒

の

保

護

者

の

う

ち

、

通

学

し

て

い

る

区

市

町

村

で

援

助

対

象

者

と

な

ら

な

い

者 

三 

江

戸

川

区

外

に

住

所

を

有

し

、

江

戸

川

区

立

小

松

川

第

二

中

学

校

夜

間

学

級

に

通

学

し

て

い

る

生

徒

又

は

そ

の

保

護

者

の

う

ち

、

住

所

地

の

区

市

町

村

で

援

助

対

象

者

と

な

ら

な

い

者 
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（

認

定

基

準

） 

第

三

条 

就

学

援

助

の

認

定

基

準

は

、

次

の

各

号

の

と

お

り

と

す

る

。 
一 

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

第

六

条

第

二

項

に

規

定

す

る

要

保

護

者

（

以

下

「

要

保

護

者

」

と

い

う

。

） 

二 

前

年

度

又

は

当

該

年

度

に

お

い

て

、

生

活

保

護

法

の

規

定

に

基

づ

く

保

護

の

停

止

又

は

廃

止

を

受

け

た

者 

三 

当

該

年

度

に

お

い

て

、

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

第

二

百

九

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

非

課

税

者 

 

四 

現

に

生

活

保

護

を

受

け

て

い

な

い

が

、

真

に

要

保

護

者

に

準

ず

る

程

度

に

困

窮

し

て

い

る

状

態

に

あ

る

と

区

教

育

委

員

会

が

認

め

た

者 

 

五 

家

族

全

員

の

判

定

用

収

入

金

額

の

合

計

が

、

生

活

保

護

基

準

額

の

一

・

五

倍

（

前

条

第

三

号

に

該

当

す

る

場

合

は

二

・

〇

倍

）

以

下

の

者

（

住

宅

扶

助

及

び

学

校

給

食

費

に

つ

い

て

は

一

・

〇

倍

以

下

の

者

） 

２ 

前

項

に

規

定

す

る

判

定

用

収

入

金

額

と

は

、

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

損

益

通

算

適

用

前

の

合

計

所

得

金

額

に

給

与

所

得

控

除

額

を

加

え

た

額

の

こ

と

を

い

う

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

判

定

用

収

入

金

額

の

算

定

に

必

要

な

事

項

は

、

別

に

教

育

長

が

定

め

る

。 

（

援

助

費

目

） 

第

四

条 

就

学

援

助

の

費

目

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。 
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（

援

助

の

申

請

） 

第

五

条 

就

学

援

助

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

（

以

下

「

申

請

者

」

と

い

う

。

）

は

、

毎

年

度

、

学

校

長

を

通

じ

て

区

教

育

委

員

会

に

就

学

援

助

費

受

給

申

請

書

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

二

号

に

該

当

す

る

者

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

方

法

に

よ

り

提

出

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

認

定

） 

第

六

条 

区

教

育

委

員

会

は

、

就

学

援

助

費

の

受

給

申

請

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

申

請

に

係

る

書

類

の

審

査

及

び

調

査

を

行

い

、

当

該

申

請

者

が

第

二

条

各

号

及

び

第

三

条

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

認

定

（

以

下

「

支

給

の

認

定

」

と

い

う

。

）

又

は

該

当

し

な

い

認

定

（

以

下

「

不

支

給

の

認

定

」

と

い

う

。

）

を

行

う

も

の

と

す

る

。 

２ 

区

教

育

委

員

会

は

、

支

給

の

認

定

又

は

不

支

給

の

認

定

を

す

る

に

当

た

っ

て

、

書

類

の

不

備

等

に

よ

り

審

査

が

で

き

な

い

と

き

は

、

申

請

者

に

対

し

て

書

類

の

提

出

そ

の

他

必

要

な

手

続

を

求

め

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

申

請

者

は

、

区

教

育

委

員

会

の

指

定

す

る

期

限

ま

で

に

、

求

め

ら

れ

た

書

類

の

提

出

そ

の

他

必

要

な

手

続

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

も

、

審

査

の

で

き

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

認

定

を

一

時

保

留

す

る

。 

（

認

定

結

果

の

通

知

） 

第

七

条 

区

教

育

委

員

会

は

、

支

給

の

認

定

、

不

支

給

の

認

定

又

は

前

条

第

三

項

で

規

定

す

る 

一

時

保

留

の

認

定

を

し

た

と

き

は

、

そ

の

結

果

を

学

校

長

を

通

じ

て

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

二

号

に

該

当

す

る

者

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め
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る

方

法

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

申

請

の

無

効

） 
第

八

条 

区

教

育

委

員

会

は

、

申

請

者

が

第

六

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

求

め

た

書

類

を

提

出

し

な

い

と

き

又

は

必

要

な

手

続

が

な

さ

れ

な

い

と

き

は

、

そ

の

申

請

を

無

効

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

申

請

者

が

再

度

申

請

す

る

こ

と

を

妨

げ

な

い

も

の

と

す

る

。 

２ 

区

教

育

委

員

会

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

申

請

を

無

効

と

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

申

請

者

に

通

知

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。 

（

認

定

日

及

び

認

定

期

間

） 

第

九

条 

支

給

の

認

定

を

行

う

日

（

以

下

「

認

定

日

」

と

い

う

。

）

は

、

年

度

当

初

の

申

請

に

つ

い

て

は

当

該

年

度

の

四

月

一

日

と

し

、

そ

の

他

の

申

請

に

つ

い

て

は

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。 

２ 

支

給

の

認

定

の

有

効

期

限

は

、

認

定

日

か

ら

当

該

年

度

の

末

日

又

は

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

り

受

給

資

格

を

失

っ

た

日

ま

で

と

す

る

。

た

だ

し

、

教

育

長

が

や

む

を

得

な

い

と

認

め

る

と

き

は

こ

の

限

り

で

は

な

い

。 

（

受

給

者

か

ら

の

委

任

） 

第

十

条 

支

給

の

認

定

を

受

け

た

者

（

以

下

「

受

給

者

」

と

い

う

。

）

は

、

児

童

・

生

徒

が

在

籍

す

る

学

校

長

を

代

理

人

と

定

め

、

認

定

が

継

続

さ

れ

る

期

間

、

就

学

援

助

費

に

関

す

る

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

務

を

委

任

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

二

号

に

該

当

す

る

者

は

、

こ

の

限

り

で

は

な

い

。 
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一 

就

学

援

助

費

（

給

食

費

を

除

く

。

）

の

請

求

及

び

返

還

に

関

す

る

事

務 

二 

給

食

費

の

請

求

、

受

領

、

返

還

及

び

管

理

に

関

す

る

一

切

の

事

務 
（

支

給

額

・

支

給

時

期

等

） 

第

十

一

条 

区

教

育

委

員

会

は

、

受

給

者

に

、

定

め

ら

れ

た

援

助

額

を

支

給

す

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

就

学

援

助

費

の

支

給

額

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

３ 

就

学

援

助

費

の

支

給

時

期

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

就

学

援

助

費

の

う

ち

新

入

学

児

童

生

徒

学

用

品

費

の

支

給

時

期

は

、

当

該

年

度

の

前

年

度

の

二

月

と

す

る

。 

４ 

途

中

認

定

及

び

遡

及

認

定

さ

れ

た

受

給

者

に

つ

い

て

は

、

認

定

後

速

や

か

に

就

学

援

助

費

を

支

給

す

る

こ

と

と

す

る

。 

５ 

就

学

援

助

費

（

給

食

費

を

除

く

。

）

は

受

給

者

の

指

定

す

る

金

融

機

関

の

預

金

口

座

に

直

接

支

給

し

、

給

食

費

は

委

託

を

受

け

た

学

校

長

の

指

定

す

る

金

融

機

関

の

預

金

口

座

へ

口

座

振

替

に

よ

り

支

払

う

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

教

育

長

が

特

に

認

め

た

者

の

就

学

援

助

費

の

支

給

方

法

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。 

（

受

給

資

格

の

喪

失

） 

第

十

二

条 

受

給

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

た

場

合

は

、

当

該

受

給

資

格

を

失

う

も

の

と

す

る

。 

一 

就

学

援

助

費

の

支

給

を

辞

退

し

た

と

き

。 

二 

第

二

条

に

規

定

す

る

就

学

援

助

の

対

象

者

で

な

く

な

っ

た

と

き

。 
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三 

虚

偽

の

申

請

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

就

学

援

助

費

の

支

給

を

受

け

た

と

き

。 

（

支

給

決

定

の

取

消

し

） 
第

十

三

条 

区

教

育

委

員

会

は

、

受

給

者

が

前

条

の

規

定

に

よ

り

受

給

資

格

を

喪

失

し

た

と

き

は

そ

の

支

給

決

定

を

取

り

消

し

、

遅

滞

な

く

、

そ

の

旨

を

当

該

受

給

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

就

学

援

助

費

の

返

還

） 

第

十

四

条 

受

給

者

が

前

条

の

規

定

に

よ

り

受

給

決

定

の

取

消

し

の

通

知

を

受

け

た

と

き

は

、

既

に

支

給

を

受

け

た

就

学

援

助

費

（

当

該

喪

失

日

以

降

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

の

全

部

又

は

一

部

を

速

や

か

に

返

還

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

委

任

） 

第

十

五

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

必

要

な

事

項

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

別

表

（

第

四

条

関

係

） 
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付 

則 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

  

（

説

明

） 

 

就
学
援
助
費
に
つ
い
て
、
よ
り
効
果
的
な
支
給
実
施
と
な
る
よ
う
、
支
給
時
期
を
明
確
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
案
を
提
出
し
ま
す
。 

 

準

要

保

護

者 

(

第

三

条

第

二

号

か

ら

第

五

号

ま

で

に

該

当

す

る

者

を

い

う

。)
 

  
要

保

護

者 

修

学

旅

行

費

、

林

間

学

校

費

、

校

外

活

動

費

、

音

楽

鑑

賞

教

室

費

、

ス

ケ

ー

ト

教

室

費(

小

学

校

の

み)

、

新

入

学

児

童

生

徒

学

用

品

費

、

学

用

品

通

学

用

品

費

、

卒

業

記

念

ア

ル

バ

ム

費

、

ク

ラ

ブ

活

動

費

(

中

学

校

の

み

)

、

給

食

費

、

医

療

費

、

セ

カ

ン

ド

ス

ク

ー

ル

費(

小

学

校

の

み)

、

ウ

イ

ン

タ

ー

ス

ク

ー

ル

費(

小

学

校

の

み)

、

通

学

費(

心

身

障

害

学

級

在

籍

通

級

者

・

日

本

語

学

級

在

籍

通

級

者)
 

修

学

旅

行

費

、

林

間

学

校

費

、

校

外

活

動

費

、

音

楽

鑑

賞

教

室

費

、

ス

ケ

ー

ト

教

室

費(

小

学

校

の

み)

、

卒

業

記

念

ア

ル

バ

ム

費

、

ク

ラ

ブ

活

動

費(

中

学

校

の

み)

、

医

療

費

、

セ

カ

ン

ド

ス

ク

ー

ル

費(

小

学

校

の

み)

、

ウ

イ

ン

タ

ー

ス

ク

ー

ル

費(

小

学

校

の

み)
 


